
 

 

 

 

 

令和５年度長崎市高度ＩＴエンジニア確保支援補助金

募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

長崎市商工部産業雇用政策課 

所在：〒８５０－８６８５ 長崎市魚の町４－１ 14 階 

ＴＥＬ：０９５－８２９－１３１３ ＦＡＸ：０９５－８２９－１１５１ 

Ｅ‐ｍａｉｌ：sangyo@city.nagasaki.lg.jp 



１ 事業の目的                                     

  本市の産業における高度ＩＴエンジニアの確保を支援し、ＩＴ産業をはじめとした産業

全体の振興を図るため、職業紹介等を利用し、県外から高度ＩＴエンジニアを採用した市

内企業に対し、長崎市高度ＩＴエンジニア確保支援補助金を交付するもの。 

 

２ 募集内容等                                  

（１）補助対象者 

補助金の交付の申請時点において、次に掲げる要件を全て満たすもの 

ア 本市に本店若しくは支店を置く中小企業者(みなし大企業を除く。)、組合等又は

誘致企業。（以下、「中小企業者等」という。） 

イ 労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示

し、及び就業規則において週２日(４週間につき８日)以上の休日を設けているこ

と。 

ウ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）が、国、県、市

等が行う類似の補助制度の適用を受けていないこと。 

エ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む者でないこと。 

オ 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。 

 

（２）補助対象事業 

中小企業者等が、令和５年９月１日から令和６年３月３１日までに、職業紹介等（有料

職業紹介及びインターネットによる求人情報・求職者情報の提供をいう。）を利用する手

法により、県外の高度ＩＴエンジニア（次頁参照）を従業員（正規雇用者（短時間労働者

を除く。）、雇用保険被保険者及び本市内への転入者に限る。）として雇用契約を締結し、

補助対象経費の支払いが完了する事業 

 

（３）補助対象経費  

中小企業者等が雇用契約を行った際に発生する人材紹介手数料等及びその契約をする

までに発生した次に掲げる人材紹介手数料等（補助対象者あたり１名のみを対象とす

る。） 

   ア 有料職業紹介に係る手数料（第 2 種特別加入保険料に充てるべき手数料を除く） 

   イ インターネットによる求人情報・求職者情報の提供に係るマッチング報酬や掲載

料等 
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（４）補助金の額 

補助対象経費の総額に２分の１を乗じて得た額（この額に１，０００円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）とし、５０万円を限度とする。 

 

（５）高度 IT エンジニアの要件 

ア 下記に示す職種を３年以上経験している者 

対象職種 

オープン系エンジニア、汎用系エンジニア、Ｗｅｂ系エンジニア、スマホアプ

リエンジニア、フロントエンドエンジニア、組込・制御系エンジニア、サーバ

ーエンジニア、ネットワークエンジニア、データベースエンジニア、セキュリ

ティエンジニア、プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、シス

テムコンサルタント、テストエンジニア、ＱＡエンジニア、 セールスエンジ

ニア、フィールドエンジニア、サポートエンジニア、社内システムエンジニ

ア、ＡＩ・機械学習エンジニア、データサイエンティスト、ＳＲＥ（Ｓｉｔｅ 

Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ）、ＣＲＥ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ 

Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ）、その他市長が認める職種 

イ ＩＴＳＳ(ＩＴスキル標準をいう。以下同じ。)レベル３以上（特定非営利活動 

法人スキル標準ユーザー協会がＩＴＳＳキャリアフレームワークと認定試験・資

格の関係(ＩＳＶ Ｍａｐ Ｖｅｒ１２)において定めるものをいう。)の認定試験

合格実績又は資格を有する者 

 

３ 申請手続きについて                         

（１）申請書類   

補助対象事業の申請書類は下記のとおりです。提出様式は、本市ホームページからダウ

ンロードできます。   

＜提出書類＞※提出書類はお返しできませんので、必ずコピーを取っておいてください。 

①補助金交付申請書 

②長崎市高度 IT エンジニア確保支援事業計画書（第１号様式） 

  ③定款の写し 

④就業規則 
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⑤登記事項証明書 

⑥納税証明書（市税、事業税、消費税及び地方消費税） 

⑦雇用保険被保険者等確認通知書の写し 

⑧雇用契約書又は労働条件通知書の写し 

⑨高度ＩＴエンジニアであることを示す以下のいずれかの書類 

   ア （５）アの表に示す職種を３年以上経験していることがわかる業務経歴書 

イ ＩＴＳＳレベル３以上の認定試験合格実績又は資格を有することが分かる書類の 

写し 

⑩求人の申込みをしたことを証する書類（求人申込書等の写し） 

⑪従業員との契約までに発生した補助対象経費の金額及び支出が確認できる書類の写し 

（契約書、請求書、領収書等） 

  ⑫役員等名簿 

 

（２）申請期限 

    令和６年２月２９日（木）まで 

 

〈提出様式等〉   長崎市高度 IT エンジニア確保支援補助金  検索  

https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/340000/342000/p040929.html 

 


